
静脈ステント 適正使用指針 

静脈ステントは、慢性期あるいは急性期深部静脈血栓症において腸骨静脈の開存を維持し患者

QOL の向上、下肢救済に役立っていると報告されている。一方で、既に静脈ステントが承認されて

いる欧米に於いて適正使用指針（Appropriate Use Criteria:以下 AUC）などが発刊されていること、

同じ静脈疾患である下肢静脈瘤に於いて我が国でも AUC が発刊されていることから 1,2)、静脈ステ

ントについても以下の適正使用指針を設ける。 

 

深部静脈血栓後症候群 患者条件 （以下の条件を全て満たす患者） 

１） CEAP 分類 C6、潰瘍再発を伴う C5 であること、あるいは CEAP 分類 C4・C3 かつ常時痛み

あるいは不快感あり日常生活を著しく妨げる症例（rVCSS pain score 3 あるいは rVCSS pain 

score2 かつ Villalta スコア 15 以上）である深部静脈血栓後症候群（深部静脈血栓症発症後 3

か月を超えている）3,4)。 

２） “慢性静脈不全症に対する静脈圧迫処置”認定施設での適切な検査、診断、圧迫療法が施

行されており、圧迫療法にて改善が得られる静脈高血圧が病因であると考えられる症例であ

ること 

３） C3 症例では純粋なリンパ浮腫が否定されていること 

４） 総大腿静脈への適切な流入血管が存在すること 

５） 画像診断で腸骨静脈閉塞あるいは側副血行の形成など明らかに血行動態に影響していると

判断される狭窄病変があること 

６） 表在静脈の形態および弁不全の評価がされており、表在静脈に適切な治療が行われている

こと 

 

深部静脈血栓症 患者条件 （以下の条件を全て満たす患者） 

１） 腸骨静脈閉塞を含む深部静脈血栓症（発症後 3 か月以内） 

２） ①動脈虚血を伴う重症の深部静脈血栓症（有痛性青股腫、有痛性白股腫、静脈性壊疽）ある

いは、②抗凝固療法と下肢挙上あるいは圧迫療法などの適切な保存療法にても常時痛みあ

るいは不快感があり日常生活を著しく妨げる深部静脈血栓症（rVCSS pain score 3 あるいは

rVCSS pain score2 かつ Villalta スコア 15 以上） 

３） 血栓溶解療法や、吸引・破砕・摘除術後で腸骨静脈に血管内超音波検査などで確認された

血流を阻害し再閉塞を起こす病変があること。 

 

共通施設条件（以下の条件を全て満たす施設）  

１） 静脈圧迫処置認定施設である、あるいは連携していること。 

注釈）静脈圧迫処置認定施設との連携にあたっては、静脈圧迫処置認定施設と連携を所定

の書式に従い申請を行い、該当の症例を連携して治療すること。 



２） 下記施行医条件を満たす医師が常駐し、静脈血栓後症候群（C3 以上）、急性期深部静脈血

栓症の診療を行っていること。また急性肺塞栓症の迅速な診断と治療が可能なこと。 

３） 全例患者登録に協力する施設であること。 

＊ 市販後調査は終了ずみであるが、安全性確保の症例登録は継続 

４） 日本 IVR 学会、日本心血管インターベンション治療学会（研修施設、研修関連施設）、心臓

血管外科専門医認定機構（基幹、関連施設）のいずれかの認定施設であること。 

 

共通施行医師条件（以下の条件を全て満たす医師） 

１） IVR 専門医、CVIT 認定医、心臓血管外科専門医、又は日本血管外科学会認定血管内治療

医 

２） デバイスと病態に関する指定の講習を修了していること。 

 

今後の腸骨静脈非血栓性病変などのエビデンスの集積、デバイス、薬剤の進歩などによって診療

指針が変更となる可能性がある。この適正使用指針は、２年以内に見直すこととする。 
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